
制限なし

中学１年生

生後６～９０か月に至るまで、及び特例対象
者

生後６～９０か月に至るまで、及び特例対象
者

ガーダシル（４価）

シルガード（９価）

２期

５歳以上７歳未満かつ小学校就学前の1年間
（保育園・幼稚園の年長にあたる）
対象者：平成３１年４月２日～令和２年４月1
日生まれ

左記と同じ

・次に注射生ワク
チンを接種する
場合：２７日以上

・次に経口生ワク
チン、不活化ワク
チンを接種する
場合：制限なし

２回

１回

６日以上の間隔をあけて２回

初回２回終了後６か月以上の間隔をあ
けて１回

日本脳炎
※特例対象者とは、平成１７
年４月２日～平成１９年４月１
日生まれで、日本脳炎予防接
種を４回終了していない２０歳
未満の方です。

1期初回

1期追加

子宮頸がん予
防

サーバリックス（２価）
１回目を０月として、以降１か月、６か月
の間隔をあける

小学６年生～高校１年生相当の女子

２期

水痘
（みずぼうそう）
※水痘にかかった場合は対
象外

１回目

制限なし

制限なし

１期 生後１２か月～２４か月に至るまで 左記と同じ

生後１歳に至るまで
生後５～８か月に
至る
まで

 　　　　　　    出生６週０日後から２４週０日後まで

                  出生６週０日後から３２週０日後まで

生後２～９０か月に至るまで

制限なし

生後２か月から生
後９か月までの間

３回

1回接種した後、２７日以上の間隔をお
いて２回接種する。第１回目の接種か
ら１３９日以上の間隔をおいて３回目を
接種する

制限なし

生後２～７か月

生後１歳に至るまで

１１歳～１２歳未満 １回

１回

１期追加

生後２４～６０か月に至るまで

生後１２～２４か月に至るまで

毎年１回インフルエンザ
令和７年１０月１日～令和８年１月３１日の間
に
１歳～義務教育課程修了前までの方

・次に注射生ワクチ
ンを接種する場合：
２７日以上

・次に不活化ワクチ
ンを受ける場合：
制限なし

制限なし

インフルエンザ
①６５歳以上の方
②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器等に身体
障がい者１級相当の障がいがある方

毎年
１回

※接種間隔の詳細は　『厚労省　ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ』をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/rota_index_00003.html

２回
不活化ワクチンは２か月の間隔をあけ
て２回接種

制限なし

全額

２，０００円
(自己負担有り）

任意の予防接種に対する公費助成

公費助成額

・次に注射生ワク
チンを接種する
場合：２７日以上

・次に不活化ワク
チンを受ける場
合：
制限なし 公費助成額４，０００

円（一部自己負担有
り）

制限なし 一部助成

２回目

生後１２～３６か月に至るまで

１歳～７歳６か月未満のお子さま
※すでにおかふくかぜにかかった場合は対
象外

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎） １回

公費助成回数助成対象となる要件

同上
１～3
回

予防接種の種類 他の予防接種との間隔

子宮頸がん予
防

（キャッチアップ延長措置）

令和４年４月１日から令和７年３月３１日までに
接種を実施した方で、平成９年４月２日～平成
２１年４月１日生まれの女子
（※令和８年３月３１日まで全３回の接種を公費
で行えます）

①令和7年度に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、
８５歳、９０歳、９５歳、１００歳以上となる方
②６０歳～６４歳でヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫の機能の障害を有する者として厚生
労働省で定める方

１回 生ワクチンは１回接種

帯状疱疹

新型コロナウイルス
①６５歳以上の方
②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器等に身体
障がい者１級相当の障がいがある方

毎年
１回

・２７日以上の間隔をあけて２回

・２回終了後６０日以上の間隔をあけて
生後１２か月以降に1回

・３回終了後60日以上の間隔をあけて
生後１２か月以降に1回

4回

定期の予防接種

予防接種の種類 対象年齢 標準的な接種年齢

接種開始
時期

２回

３回

初回接種は生後６週０日後から出生１
４週６日後までに行う。２７日以上の間
隔をあけて２回目を接種。

初回接種は生後６週０日後から出生１
４週６日後までに行う。２７日以上の間
隔をあけて２回目を接種。２回目回目
から２７日以上の間隔をあけて３回目を
接種。

4回

3回

１回

・２７日以上の間隔をあけて3回

・３回終了後７か月以上の間隔をあけ
て１回

・２７日以上の間隔をあけて２回

・２回終了後７か月以上の間隔をあけ
て１回

・２７日以上の間隔をあけて3回

本年度かすみがうら市が行う予防接種一覧

初回接種について
は生後２か月に

至った日から出生１
４週６日後までの間

他の予防接種との間
隔 接種料など

生後7～１２か月に至るまで

生後１２～６０か月に至るまで

制限なし
接種開始
時期

ヒブ(インフルエンザ菌ｂ型）

生後２～７か月に至るまで

接種開始時期が
生後２か月～７か
月に至るまでの間

小児用肺炎球菌

接種開始時期が
生後２か月～７か
月に至るまでの間

回数 同じ予防接種との接種間隔

制限なし

生後7～１２か月に至るまで
３回

２回 ６０日以上の間隔をあけて２回

初回接種について
は生後２か月に

至った日から出生１
４週６日後までの間

ロタ

ロタリックス
（２回）

ロタテック
（３回）

初回３回終了後、６
か月から１８か月ま
での間隔をあける

１回

生後２～７か月に至るまで

制限なし

１回

3か月以上の間隔をあけて２回

ＭＲ（麻しん風しん）

１回ＢＣＧ（結核）

２０日以上の間隔をあけて３回

初回３回終了後６か月以上の間隔をあ
けて１回

四種混合
　（ジフテリア・百日せき・破傷
風・ポリオ）
　　　　　　又は
五種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷
風・ポリオ・ヒブ）

１期初回

二種混合
（ジフテリア・破傷風） ２期 １１歳以上１３歳未満

生後１２～１５か月
に至るまでの間

１回目終了後６～
１２か月までの間隔
をおく

２回

Ｂ型肝炎

制限なし

４歳

無料

対象年齢の
範囲内に限る

公費助成額２，０００
円（一部自己負担有

り）

公費助成額４，０００
円（一部自己負担有

り）

３歳

高齢者用肺炎球菌（２３価）

①６５歳の方
②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器等に身体
障がい者１級相当の障がいがある方
※すでに高齢者用肺炎球菌ワクチンを接種
した場合は対象外

生涯
１回

制限なし

９～１３歳未満及び特例対象者 ９歳以上１３歳未満 １回

制限なし

３回

2～3
回

１回目を０月として、以降２か月、６か月
の間隔をあける

１５歳未満については2回接種。６か月
の間隔をあける。１５歳以上は１回目を
０か月として、以降２か月、６か月の間
隔をあける。

同上
※９価ワクチンは３回接種

3回

１回


